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豊橋市民センター 指定管理者 特定非営利活動法人リシュ 

令和 5 年度事業計画書 

 

Ⅰ 基本方針 

市民活動の拠点として事業を展開し、 市民協働の概念を市民が理解・体感でき

る場所を目指します。 

 

（１） 法令・条例を遵守し、 施設設置目的にあう運営を行います 

指定管理者として、 公の施設管理に関する法令や条例を遵守し、個人情報の取

扱いなどをはじめ、法の遵守に努めます。 

（２）地域に貢献できる施設とします 

まちの皆様と協働できることを積極的に発想し、働きかけていくよう努めます。 ま

た、活動者をはじめとした市民向けの講演会や研修会等を企画します。 

（３）公平・平等に努めます 

指定管理者として、 豊橋市民センターが公の施設であることを認識し、 公平で

平等な管理運営を行います。 

（４）市民の主体性を尊重し、多くの連携・交流を生み出します 

豊橋が住みよいまちとなることを目指して、若年層と高齢者層が、互いに刺激し合

い、支え合いながら市民活動へつながるよう働きかけます。 

（５）市民協働のさらなる推進に努めます 

｢協働」とは何かを市民活動者をはじめとして、多くの市民の皆様、 行政と思いを

通わせながら体現できるようサポートにつとめます。 

 

Ⅱ 施設運営について 

利用者に心地よく使っていただける施設とします。 

 

（１）施設の利用促進に対する取り組み 

・窓口対応、電話対応についての職員研修を充実させ、リピーターを増やしま 

す。 

ア）職員研修 年２回実施予定 

イ）合同作品展の実施（年１回） 

（２）スタッフの雇用・育成方針 

・雇用については、豊橋市民のためのセンターであることから、土地勘を含め 

地元雇用を優先します。 
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Ⅲ 事業実施について 

（１） 広報の取組み 

・ホームページ、どすごいネットの維持更新、様々な媒体での情報発信を行いま

す。 

・市政に関する情報掲示・紹介します。 

ア）情報誌の発行  （隔月） 

イ）メールマガジンの発行 （月１回） 

ウ）インスタグラム等ＳＮＳでの発信 （隔週） 

（２） 市民活動団体の育成・支援に対する取組み 

・市民活動団体等の活動が継続発展していくよう支援します。 

・若い世代の人材育成にも努めます。 

ア） 若者に市民活動への参画を促す取組（年２回以上） 

イ） 市民活動に関する講座の実施（年４回以上） 

ウ） 市民活動に関する相談の実施（随時） 

エ） 市民活動を活発にするためのイベント開催（年１回） 

（３） 自主事業の取組 

ア） カリオンライブラリー 

イ） カリオンカフェ 

  随時自主事業に取り組んでいきます。 

 

Ⅳ 施設管理体制 

・維持管理の責任者を配置し、施設管理をいたします。 

・施設維持管理業務の外部委託については、 市内業者を優先し、効果的で効率    

的な運営に努めます。 

・危機管理対策については、 大規模災害を想定し、 利用者を安全に避難に導く    

ため、訓練を行い徹底します。 

ア）施設の清掃、管理、点検（随時） 

イ）防災訓練の実施（年２回） 
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